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(57)【要約】
【課題】液晶ディスプレイ装置の長寿命化を図る。
【解決手段】この発明の実施形態によれば、液晶ディス
プレイ装置は、活性化しているときに光の透過を阻止し
、休止している時に光を透過させる複数枚の液晶パネル
１０，１１を重ね合わせた液晶パネルユニット１２と、
複数枚の液晶パネル１０，１１を選択的に活性化させる
活性化回路１４と、複数枚の液晶パネルの裏側に配置さ
れて複数枚の液晶パネルの表側に透過する光を照射する
バックライト部１３と、を有する。活性化回路１４は、
複数枚の液晶パネルのうちの一部の液晶パネルが活性化
しているときに他の液晶パネルが休止し、活性化してい
る液晶パネルと休止している液晶パネルが時間的に入れ
替わるように制御する切り替え機構１５を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性化しているときに光の透過を阻止し、休止している時に光を透過させる複数枚の液
晶パネルを重ね合わせた液晶パネルユニットと、
　前記複数枚の液晶パネルを選択的に活性化させる活性化回路と、
　前記複数枚の液晶パネルの裏側に配置されて前記複数枚の液晶パネルの表側に透過する
光を照射するバックライト部と、
　を有する液晶ディスプレイ装置であって、
　前記活性化回路は、前記複数枚の液晶パネルのうちの一部の液晶パネルが活性化してい
るときに他の液晶パネルが休止し、活性化している液晶パネルと休止している液晶パネル
が時間的に入れ替わるように制御する切り替え機構を備えていること、を特徴とする液晶
ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記切り替え機構は、あらかじめ設定された時間ごとに、活性化している液晶パネルと
休止している液晶パネルとが入れ替わるように制御すること、を特徴とする請求項１に記
載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記切り替え機構は、活性化している液晶パネルで前回の切り替えからの積算通電時間
があらかじめ設定された時間に達した時に次の切り替えを行なうこと、を特徴とする請求
項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項４】
　活性化しているときに光の透過を阻止し、休止している時に光を透過させる複数枚の液
晶パネルを重ね合わせた液晶パネルユニットと、
　前記複数枚の液晶パネルを選択的に活性化させる活性化回路と、
　前記複数枚の液晶パネルの裏側に配置されて前記複数枚の液晶パネルの表側に透過する
光を照射するバックライト部と、
　を有する液晶ディスプレイ装置であって、
　前記複数枚の液晶パネルそれぞれが、当該液晶パネルが広がる面内で、互いに対応する
位置で複数の領域に分かれており、
　前記活性化回路は、前記複数枚のそれぞれの液晶パネルの前記複数の領域のそれぞれを
個別に活性化可能であって、
　前記活性化回路は、前記複数枚の液晶パネルのうちの第１の液晶パネルの一部の領域が
活性化していて、前記複数枚の液晶パネルのうちの第１の液晶パネルと異なる第２の液晶
パネルの前記領域に対応する領域が休止している第１の状態と、前記第１の液晶パネルの
前記一部の領域が休止していて、前記第２の液晶パネルの前記一部の領域が活性化してい
る第２の状態とを切り替える切り替え機構を備えていること、を特徴とする液晶ディスプ
レイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、液晶ディスプレイ装置に係り、特に、長寿命化を図った液晶ディ
スプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ装置は、比較的小型の電源により映像を表示することができるので、
表示装置として汎用されている。
【０００３】
　典型的な液晶ディスプレイ装置は、陰極線管をバックライトとしてスクリーンに表示さ
せる。また、バックライトは、入力画像信号と電気的に接続され、液晶パネルの透過率に
よるコントラストと、入力画像信号の輝度により表示がなされる。
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【０００４】
　ところで、液晶パネルの寿命が、この液晶パネルを組み込んだ製品全体の寿命よりも短
い場合がある。たとえば、エレベータの表示装置に用いられる液晶パネルの寿命はたとえ
ば１０年程度であるのに対してエレベータの寿命は３０年程度、ということが想定される
。このような場合に、エレベータの寿命の中で、エレベータに組み込まれた液晶パネルを
交換する必要が生じ、その交換作業が困難であったり、あるいはその交換作業のためにエ
レベータの運転をしばらく停止する必要が生じたりする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－５３６５３号公報
【特許文献２】特開２００９－５３６８７号公報
【特許文献３】特開２００９－５４９１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この発明の実施形態は上記事情に鑑みて考えられたものであって、液晶ディスプレイ装
置の長寿命化を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態に係る液晶ディスプレイ装置は、活性化しているときに光の透過を阻
止し、休止している時に光を透過させる複数枚の液晶パネルを重ね合わせた液晶パネルユ
ニットと、前記複数枚の液晶パネルを選択的に活性化させる活性化回路と、前記複数枚の
液晶パネルの裏側に配置されて前記複数枚の液晶パネルの表側に透過する光を照射するバ
ックライト部と、を有する液晶ディスプレイ装置である。前記活性化回路は、前記複数枚
の液晶パネルのうちの一部の液晶パネルが活性化しているときに他の液晶パネルが休止し
、活性化している液晶パネルと休止している液晶パネルが時間的に入れ替わるように制御
する切り替え機構を備えていること、を特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る液晶ディスプレイ装置の第１の実施形態の構造を示す模式的斜視図
である。
【図２】本発明に係る液晶ディスプレイ装置の第１の実施形態における切り替え手順の例
を示すフロー図である。
【図３】図２の本発明に係る液晶ディスプレイ装置の替え手順における２枚の液晶パネル
にかかる電圧のオン・オフの切り替えの一例を示すタイムチャートである。
【図４】図２の本発明に係る液晶ディスプレイ装置の替え手順における２枚の液晶パネル
にかかる電圧のオン・オフの切り替えの他の例を示すタイムチャートである。
【図５】本発明に係る液晶ディスプレイ装置の第２の実施形態の構造を示す模式的斜視図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　　［第１の実施形態］
　図１ないし図３を参照しながら液晶ディスプレイ装置の第１の実施形態について説明す
る。図１は液晶ディスプレイ装置の第１の実施形態の構造を示す模式的斜視図である。
【００１０】
　この液晶ディスプレイ装置では、２枚の平板状の第１の液晶パネル１０および第２の液
晶パネル１１が重ね合わされて液晶パネルユニット１２が構成され、その背後（人が見る
側と反対側）にバックライト部１３が配置されている。第１の液晶パネル１０および第２
の液晶パネル１１には、これらを選択的に活性化させたり休止させたりする活性化回路１
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４が接続されている。第１の液晶パネル１０および第２の液晶パネル１１は、外部から電
圧をかけた時に（活性化したときに）光の透過を阻止し、外部から電圧をかけないときに
（休止状態で）光を透過する特性を有する液晶パネルである。
【００１１】
　また、バックライト部１３は、たとえば、マトリクス配列されて映像を表示する複数の
発光素子、たとえば発光ダイオードを備えている。
【００１２】
　活性化回路１４には切り替え機構１５が含まれており、第１の液晶パネル１０と第２の
液晶パネル１１の一方を活性化させるとともに他方を休止させ、また、随時にこれを切り
替えて活性化した液晶パネルと休止中の液晶パネルを入れ替えることができる。
【００１３】
　バックライト部１３から発せられた光３０は、第２の液晶パネル１１、第１の液晶パネ
ル１０の順に透過して人の目に達する。このとき、第２の液晶パネル１１および第１の液
晶パネル１０の一方は休止状態にあり、休止状態の液晶パネルは全領域で連続的に光を透
過させる。一方、活性化している液晶パネルでは、部分的にまた不連続的に活性化して透
過光を遮り、そこに映像を映し出す。
【００１４】
　図２は液晶ディスプレイ装置の第１の実施形態における切り替え手順の例を示すフロー
図である。
【００１５】
　はじめに、第１の液晶パネル１０に信号が入力され（ステップＳ１）、第１の液晶パネ
ル１０に映像が表示される（ステップＳ２）。このとき第２の液晶パネル１１は休止状態
にあり、第２の液晶パネル１１の全領域で連続的に光を透過している。そして、所定の切
り替えタイミングに達した時に（ステップＳ３）、切り替え機構１５によって画像信号出
力の行き先が第１の液晶パネル１０から第２の液晶パネル１１に切り替えられ（ステップ
Ｓ４）、第２の液晶パネル１１に映像が表示される（ステップＳ５）。このとき第１の液
晶パネル１０は休止状態にあり、第１の液晶パネル１０の全領域で連続的に光を透過して
いる。
【００１６】
　その後、図示は省略するが、第２の液晶パネル１１の表示に切り替わってから所定の時
間経過後に、前記のステップＳ３と同様に、また、第１の液晶パネル１０の表示に切り替
えてもよい。さらに、何度か切り替えを繰り返してもよい。
【００１７】
　図３は、図２の本発明に係る液晶ディスプレイ装置の替え手順における２枚の液晶パネ
ルにかかる電圧のオン・オフの切り替えの例を示すタイムチャートである。この図で、時
刻ゼロから時刻ｔ１までは第１の液晶パネル１０はオン、第２の液晶パネル１１はオフの
状態である。時刻ｔ１で切り替え機構１５が動作して第１の液晶パネル１０はオフ、第２
の液晶パネル１１はオンの状態に切り替わる。この時刻ゼロからｔ１までは、たとえば第
１の液晶パネル１０の寿命よりもやや短い程度であり、１回切り替えることにより、液晶
パネルユニット１２全体の寿命を約２倍に延ばすことができる。
【００１８】
　図４は、図２の本発明に係る液晶ディスプレイ装置の替え手順における２枚の液晶パネ
ルにかかる電圧のオン・オフの切り替えの他の例を示すタイムチャートである。この図の
例では、液晶パネルの寿命よりもはるかに短い期間ｔ２（たとえば１年）ごとに第１の液
晶パネル１０と第２の液晶パネル１１のオン・オフ状態を交互に頻繁に切り替えるもので
ある。このようにすることにより、長い時間スパンで見ると、第１の液晶パネル１０と第
２の液晶パネル１１がほぼ同時進行で寿命を消耗していくので、切り替わりの時に急に明
るさが変化したり、早い時期に第１の液晶パネル１０の老朽化によって故障が発生する確
率が高くなったりする欠点が是正される。
【００１９】
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　また、上記説明では、切り替え機構１５による第１の液晶パネル１０と第２の液晶パネ
ル１１の活性化の切り替えのタイミングを運転期間の長さで規定するものとしたが、運転
期間中であっても夜間などに液晶パネルユニット１２全体が休止している時間もあるので
、これを考慮して、実際に液晶パネルが活性化している時間（通電時間）をカウンタなど
によって積算して、この積算時間が所定の時間に達した時に切り替え機構１５による切り
替えを行うようにしてもよい。
【００２０】
　以上説明したように、この実施形態により、液晶ディスプレイ装置の長寿命化を図るこ
とができる。
【００２１】
　　［第２の実施形態］
　図５は、本発明に係る液晶ディスプレイ装置の第２の実施形態の構造を示す模式的斜視
図である。ここで、第１の実施形態と同じまたは類似の部分には共通の符号を付して、重
複説明は省略する。この実施形態では、液晶パネルユニット１２は液晶パネルユニット１
２が広がる面内で複数の領域２０に分かれており、活性化回路１４は２枚の液晶パネル１
０、１１のそれぞれの複数の領域２０のそれぞれを個別に活性化可能である。切り替え機
構１５は、複数の領域２０のそれぞれについて、対応する位置の２枚の液晶パネル１０、
１１のいずれかを選択的に活性化させるように制御する。
【００２２】
　たとえば、第１の液晶パネル１０が、そのパネル面が広がる方向に、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、
Ｅ、Ｆの６個の領域に分割されている。同様に、第２の液晶パネル１１は、第１の液晶パ
ネル１０の各領域に対応して、Ａ’、Ｂ’、Ｃ’、Ｄ’、Ｅ’、Ｆ’の６個の領域に分割
されている。この場合において、初めにたとえば第１の液晶パネル１０全体を活性化し、
第２の液晶パネル１１全体を休止した状態で運転し、第１の液晶パネル１０の領域Ａのみ
が故障した場合に、この領域Ａを休止させ、これに代えて第２の液晶パネル１１の領域Ａ
’を活性化させる。
【００２３】
　このように、第２の液晶パネル１１を予備部品として使用することにより、液晶パネル
ユニットの一部に故障が生じた場合に、液晶パネルユニット全体を交換しなくともその使
用を続けることができる。
【００２４】
　なお、上記説明では、各液晶パネルを６個の領域に分割する例を示したが、複数の領域
であればいくつに分割してもよい。
【００２５】
　以上説明したように、この実施形態により、液晶ディスプレイ装置の長寿命化を図るこ
とができる。
【００２６】
　　［他の実施形態］
　以上説明した実施形態は単なる例示であって、本発明はこれらに限定されるものではな
い。
【００２７】
　たとえば、上記実施形態の説明では活性化回路１４が切り替え機構１５を備えているも
のとしたが、切り替え機構１５は活性化回路１４の他の部分とは別個に配置してもよい。
【００２８】
　また、上記実施形態の説明では第１と第２の液晶パネルの活性化と休止を同時に切り替
えるものとしたが、切り替え時に、両方の液晶パネルが活性化した状態が短時間だけ続く
ようにしてもよい。
【００２９】
　さらに、上記実施形態は２枚の液晶パネルを重ね合わせるものとしたが、３枚以上の液
晶パネルを重ね合わせてもよい。
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【００３０】
　また、第１の実施形態と第２の実施形態の特徴を組み合わせることもできる。たとえば
、３枚の液晶パネルを重ね合わせる場合に、第１の実施形態と第２の実施形態の運転を組
み合わせることもできる。すなわち、第１および第２の液晶パネルは第１の実施形態と同
様に所定の運転期間（時間）が経過したら全体として活性化部分を切り替えるという運用
を行ない、その途中で、第１または第２の液晶パネルの一部の領域に故障が生じた場合に
は、その故障領域だけを第３の液晶パネルの対応領域で置き換えて活性化して運用するこ
とができる。
【符号の説明】
【００３１】
１０　第１の液晶パネル
１１　第２の液晶パネル
１２　液晶パネルユニット
１３　バックライト部
１４　活性化回路
１５　切り替え機構
２０　領域
３０　光

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】
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摘要(译)

要解决的问题：延长液晶显示装置的寿命。解决方案：根据本发明的实
施例，液晶显示装置包括：通过覆盖多个液晶面板10形成的液晶面板单
元12如图11所示，液晶面板10和11被配置为在激活时阻挡光的传输并且
在静止时允许光传输;激活电路14，用于选择性地激活多个液晶面板10和
11;背光部分13设置在多个液晶面板的背面上，并配置成发射穿过多个液
晶面板的表面的光。激活电路14具有切换机构15，用于执行控制，使得
当多个液晶面板中的一个激活时，另一个液晶面板静止，从而暂时用静
止的液晶面板替换激活的液晶面板。
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